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令和元年９月市議会定例会議案目録 

議 案 番 号 件    名 関 係 部 等 頁 
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議案第７６号 令和元年度木更津市一般会計補正予算（第４号） 財 務 部 別冊 

議案第７７号 
令和元年度木更津市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 
市 民 部 別冊 

議案第７８号 令和元年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第３号） 福 祉 部 別冊 

議案第７９号 
令和元年度木更津市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
都 市 整 備 部 別冊 

議案第８０号 平成３０年度木更津市歳入歳出決算の認定について 財 務 部 ２ 

議案第８１号 木更津市教育委員会委員の任命について 総 務 部 ３ 

議案第８２号 木更津市公平委員会委員の選任について 総 務 部 ４ 

議案第８３号 
木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定について 
総 務 部 ５ 

議案第８４号 
木更津市下水道事業の設置等に関する条例の制定につい

て 
都 市 整 備 部 ２１ 

議案第８５号 

職員の給与に関する条例及び木更津市職員の分限に関す

る手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

総 務 部 ２４ 

議案第８６号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 ２６ 

議案第８７号 木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 市 民 部 ３０ 

議案第８８号 
木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
環 境 部 ３２ 

議案第８９号 
木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
経 済 部 ３４ 



議案第９０号 平成３０年度木更津市水道事業決算の認定について 企 画 部 ３５ 



議案第７５号

木更津市名誉市民の推挙について

 木更津市名誉市民に次の者を推挙したいので、木更津市名誉市民条例（昭和３７年木更津市条

例第３０号）第２条の規定により、議会の同意を求める。

住 所 氏 名 生 年 月 日

水 越  勇 雄

  令和元年８月２９日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

本市に対して特別功績顕著であり、その功績をたたえるため名誉市民に推挙しようとするもの

である。
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議案第８０号 

平成３０年度木更津市歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３０年度木更津

市歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

令和元年８月２９日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

平成３０年度木更津市歳入歳出決算 

１ 木更津市一般会計歳入歳出決算 

２ 木更津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

３ 木更津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

４ 木更津市介護保険特別会計歳入歳出決算 

５ 木更津市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算 

６ 木更津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

附属書類 

１ 平成３０年度各会計歳入歳出決算事項別明細書 

２ 平成３０年度各会計実質収支に関する調書 

３ 財産に関する調書 

４ 平成３０年度決算に係る主要施策成果説明書 

５ 平成３０年度基金運用状況調書 

提案理由 

平成３０年度木更津市歳入歳出決算の認定を受けようとするものである。 
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議案第８１号

木更津市教育委員会委員の任命について

 木更津市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

住 所 氏  名 生 年 月 日

大 野  美 鈴

令和元年８月２９日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

 木更津市教育委員会委員吉田一雄氏の任期満了に伴い、後任の委員を任命しようとするもので

ある。
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議案第８２号

木更津市公平委員会委員の選任について

 木更津市公平委員会の委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。

住 所 氏 名 生 年 月 日

露 﨑  和 夫

  令和元年８月２９日提出

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由

木更津市公平委員会委員露﨑和夫氏の任期満了に伴い、同氏を再度選任しようとするものであ

る。
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議案第８３号 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び第２０

４条第３項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条

第５項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度

任用職員」という。）の給与及び費用弁償について定めるものとする。 

（会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の「給与」とは、法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フルタイム会

計年度任用職員」という。）にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び夜間勤務手当をいい、同項第１号に掲げる 

職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）にあっては報酬及び期末手当をいう。 

（会計年度任用職員の給与からの控除） 

第３条 職員の給与に関する条例（昭和２６年木更津市条例第８号。以下「給与条例」という。

）第７条の２の規定は、会計年度任用職員について準用する。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料）

第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第１に定める給料表（以下「給料表」とい

う。）によるものとし、職種の区分に応じて適用する。 

（フルタイム会計年度任用職員の職務の級）

第５条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程

度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき

職務の内容は、別表第２に定める等級別基準職務表によるものとする。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者（法第６

条第１項に規定する任命権者をいう。以下同じ。）が決定する。 
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（フルタイム会計年度任用職員の号給）

第６条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定

する。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の支給）

第７条 給与条例第６条及び第７条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

この場合において、同条第４項中「勤務時間条例第３条、第４条又は第５条の規定による週休

日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替え

るものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の地域手当）

第８条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当の月額は、給料の月額に１００分の５を乗じて

得た額とする。 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤手当及び特殊勤務手当）

第９条 給与条例第１１条及び第１２条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用す

る。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当）

第１０条 給与条例第１４条第１項、第３項及び第４項の規定は、フルタイム会計年度任用職員

について準用する。この場合において、同条第１項中「正規の勤務時間外に勤務することを命

ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

（以下この条において「正規の勤務時間」という。）以外の時間に勤務することを命ぜられた

フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

（フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当）

第１１条 給与条例第１５条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場

合において、同条第１項中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「おいて、当該フルタイ

ム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下この条において「正規の勤務時間」と

いう。）」と読み替えるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当）

第１２条 給与条例第１６条第１項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。 

２ 前項の規定により準用する給与条例第１６条第１項の勤務は、第１０条の規定により準用す

る給与条例第１４条第１項、前条の規定により準用する給与条例第１５条及び第１４条の規定
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により準用する給与条例第１９条の勤務には含まれないものとする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１３条 給与条例第１８条第１項、第２項、第４項及び第６項、第１８条の２並びに第１８条

の３の規定は、任期の定めが６月以上のフルタイム会計年度任用職員（これに準ずる者として

市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。）について準用する。 

 ２ 前項に掲げるほか、常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められると

きは、これらの職員との均衡を考慮して期末手当を支給することができる。 

 （フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当） 

第１４条 給与条例第１９条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場

合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員につ

いて定められた勤務時間」と読み替えるものとする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算） 

第１５条 第１７条の勤務１時間当たりの給与額並びに第１０条の規定により準用する給与条例

第１４条、第１１条の規定により準用する給与条例第１５条及び前条の規定により準用する給

与条例第１９条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当並びに

夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額） 

第１６条 第１０条の規定により準用する給与条例第１４条、第１１条の規定により準用する給

与条例第１５条及び第１４条の規定により準用する給与条例第１９条の勤務１時間当たりの給

与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じて得た額を、フル

タイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じて得たもの

から市長が別に定める勤務時間を減じて得た数で除して得た額とする。 

２ 次条の勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

に１２を乗じて得た額を、フルタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤

務時間に５２を乗じて得た数で除して得た額とする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の給料の減額） 

第１７条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）による休日（以下「祝日法による休日」という。） 
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（代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計 

年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」 

という。）若しくは１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以

下「年末年始の休日」という。）（代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた 

勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日。 

以下「年末年始の休日等」という。）である場合、有給の休暇による場合又はその勤務しない

ことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない１時間につき前条第２項の勤

務１時間当たりの給与額を減額する。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１８条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務

態様に応じて任命権者が決定する。 

２ 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パート

タイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間を木更津市職員の勤務時 

間、休日、休暇等に関する条例（平成７年木更津市条例第１号。以下「勤務時間条例」という。） 

第２条第１項の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。）とする。 

３ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を２１で除して

得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間を７

．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を１６２．７

５で除して得た額とする。 

５ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の１週

間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間と同一であるとし

た場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識及び技術並びに職務経験

等に照らして第４条から第６条までの規定を適用して得た額に、当該額に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額とする。 

 （パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬） 

第１９条 給与条例第１２条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度

任用職員には、給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。 
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 （パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬） 

第２０条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下「正規の勤務

時間」という。）以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対

して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支

給する。 

２ 前項の時間外勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２６条の勤務１時間当たりの報

酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内で市長が規則で定める割合（その勤務が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じ

て得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で正規の勤務

時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっては、同条の勤務１時間当たりの報

酬額に１００分の１００（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、

１００分の１２５）を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されるこ

ととなる日を除く。）における勤務 

 ⑵ 前号に掲げる勤務以外の勤務 

３ 前２項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた１週間の正規

の勤務時間（以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤

務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時

間を超えて勤務した全時間（次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時

間を除く。）について、勤務１時間につき、第２６条の勤務１時間当たりの報酬額に１００分

の２５から１００分の５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤

務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間と

の合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。 

４ 次に掲げる時間の合計が１月について６０時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、 

その６０時間を超えて勤務した全時間について、前各項の規定にかかわらず、勤務１時間につ

き、第２６条の勤務１時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号
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に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。 

 ⑴ 第１項の勤務の時間 １００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１７５） 

 ⑵ 前項の勤務（同項ただし書の勤務を除く。）の時間（次条の規定により休日勤務に係る報

酬が支給されることとなる時間を除く。） １００分の５０ 

 （パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬） 

第２１条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務するこ

とを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間

について、休日勤務に係る報酬を支給する。 

２ 前項の休日勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２６条の勤務１時間当たりの報酬

額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて

得た額とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤

務時間中に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこと

とされたパートタイム会計年度任用職員の、その祝日法による休日等及び年末年始の休日等の

勤務については、休日勤務に係る報酬を支給しない。 

 （パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬） 

第２２条 正規の勤務時間として、午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務することを命

ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に

係る報酬を支給する。 

２ 前項の夜間勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２６条の勤務１時間当たりの報酬

額に１００分の２５を乗じて得た額とする。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算） 

第２３条 第２７条の勤務１時間当たりの報酬額及び第２０条から前条までの規定により勤務１

時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、５０銭未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるも

のとする。 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２４条 給与条例第１８条第１項、第２項、第４項及び第６項、第１８条の２並びに第１８条
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の３の規定は、任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度任用職員（これに準ずる者とし

て市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。）について準用する。この場合

において、給与条例第１８条第４項中「それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において職員が受けるべき

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それ

ぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日）以前６月

以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任

用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替

えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定

めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。 

３ 前２項に掲げるほか、常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる

ときは、これらの職員との均衡を考慮して期末手当を支給することができる。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給） 

第２５条 報酬の計算期間は、月の１日から末日までとし、報酬の支給日は、月額で報酬が定め

られているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の２１日とし、日額又は時間額で

報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月２１日とする。ただし、

その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に

最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。 

２ 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者

の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。 

３ 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日か

ら退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで

の報酬を支給する。 

４ 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の１日から支給するとき以外のとき、又

は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタ

イム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割

りによって計算する。 

 （パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額） 
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第２６条 第２０条から第２２条までの勤務１時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 月額による報酬 第１８条第２項の規定により計算して得た額に１２を乗じて得た額を、

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗

じて得たものから市長が別に定める勤務時間を減じて得た数で除して得た額 

 ⑵ 日額による報酬 第１８条第３項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年

度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除して得た額 

 ⑶ 時間額による報酬 第１８条第４項の規定により計算して得た額 

２ 次条の勤務１時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 ⑴ 月額による報酬 第１８条第２項の規定により計算して得た額に１２を乗じて得た額を、

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗

じて得た数で除して得た額 

 ⑵ 日額による報酬 前項第２号の規定により計算して得た額 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額） 

第２７条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中

に勤務しないときは、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等である場合、有給の休暇

による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しな

い１時間につき、前条第２項第１号に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額する。 

２ 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務

しないときは、有給の休暇による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった

場合を除き、その勤務しない１時間につき、前条第２項第２号に規定する勤務１時間当たりの

報酬額を減額する。 

 （市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与） 

第２８条 第２条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要

と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衝及びその職務の特殊性等を

考慮し、任命権者が別に定めるものとする。 

 （パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償） 

第２９条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第１１条第１項各号に定める通勤手当の支
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給要件に該当するときは、その通勤に係る費用を費用弁償として支給する。 

２ 前項に規定する費用弁償の額は、給与条例第１１条第２項の規定の例による。この場合にお

いて、同項中「月の１日からその月の末日までの期間」とあるのは、「勤務した日」とし、同

項第２号中「２４，５００円の範囲内で規則で定める額（短時間勤務職員のうち、１箇月当た

りの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額）」とあるのは、「２４，５００円の範囲内で規則で定める額を

２１で除して得た日額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）」とする。 

 （パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償） 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、そ

の旅行に係る費用を費用弁償として支給する。 

２ 前項に規定する費用弁償の額は、木更津市職員等の旅費に関する条例（昭和４０年木更津市 

条例第１１号）の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務の級は、

給与条例第３条第１項に規定する行政職給料表における１級に相当するものとする。 

 （委任） 

第３１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （木更津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

２ 木更津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年木更津市条例第５９号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「（昭和２５年法律第２６１号）」を「（昭和２５年法律第２６１号。第３条にお

いて「法」という。）」に改める。 

  第３条中「給料」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の

額（木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年木更津市条例第 

  号）第１９条から第２２条までの報酬を除く。））」を加える。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４０年木更津市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 
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  第４条を削り、第５条を第４条とする。 

  第６条第４項中「日額又は半日額」を「日額」に、「日又は半日」を「日」に改め、同条第

７項第３号中「日額又は半日額」を「日額」に改め、同条を第５条とし、第７条を第６条とす

る。 

  別表第１及び別表第２中「第５条第３項」を「第４条第３項」に改める。 

  別表第３中「第５条第３項」を「第４条第３項」に改め、同表公民館管理人の項、清見台公

民館・コミュニティーセンター附属体育館管理人の項、身体障害者福祉センター嘱託医の項か

ら身体障害者福祉センター機能回復訓練補助員の項まで、市政協力員の項及び出張所・連絡所

業務嘱託員の項から火葬場整備運営事業者選定委員会委員の項までを削る。 

  別表第４中「第５条第３項」を「第４条第３項」に改め、同表社会教育指導員の項から介護

相談員の項までを削る。 

  別表第５中「（第５条第３項第１号）」を「（第４条第３項第１号）」に改める。 

 （木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

４ 木更津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年木更津市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第３号中「木更津市一般職の臨時職員等の任用及び勤務条件に関する規則（平成１４

年木更津市規則第１１号。以下「臨時職員等規則」という。）第２条第２号に規定する非常勤

職員」を「木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年木更津市条

例第  号）第２条に規定するパートタイム会計年度任用職員」に改める。 

  第２条の３第２号中「臨時職員等規則第９条第２項第１号」を「木更津市職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例（平成７年木更津市条例第１号。以下「勤務時間条例」という。）

に基づく特別休暇（職員の出産の特別休暇に限る。）」に改める。 

  第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に掲げる職員

を除く。）」を加える。 

  第８条中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に掲げる職員を除く。）」

を加える。 

  第１１条中「木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年木更津市条例

第１号。以下「勤務時間条例」という。）」を「勤務時間条例」に改める。 

  第２０条第２項中「木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年木更津
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市規則第２６号）第１５条第７号の規定による特別休暇又は同規則第１６条の３第２項」を「

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」と

いう。）又は勤務時間条例第１５条の２」に、「当該特別休暇」を「当該育児時間」に改め、

同条第３項中「臨時職員等規則第９条第２項第２号の規定による特別休暇を承認されている」

を「育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（

平成３年法律第７６号）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定に

よる介護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務し

ない」に、「当該特別休暇を承認されている」を「当該育児時間又は当該介護をするための時

間の承認を受けて勤務しない」に改める。  

（木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

５ 木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年木更津市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

  第１７条の見出し中「臨時的任用職員等」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「一般職

に属する臨時的任用職員及び非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改める。 

 （木更津市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

６ 木更津市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年木更津市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」を「条件付採

用」に改める。 

 （木更津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

７ 木更津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年木更津市条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中「地方公務員法」の次に「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び同法」を加

える。 

別表第１（第４条） 

 ア 行政職給料表 

                       （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 ２級 
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号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

１４４，１００ 

１４５，２００ 

１４６，４００ 

１４７，５００ 

１４８，６００ 

１４９，７００ 

１５０，８００ 

１５１，９００ 

１５３，０００ 

１５４，４００ 

１５５，７００ 

１５７，０００ 

１５８，３００ 

１５９，８００ 

１６１，３００ 

１６２，９００ 

１６４，２００ 

１６５，７００ 

１６７，２００ 

１６８，７００ 

１７０，１００ 

１７２，８００ 

１７５，４００ 

１７８，０００ 

１８０，７００ 

１８２，４００ 

１８４，０００ 

１８５，７００ 

１９４，０００ 

１９５，８００ 

１９７，６００ 

１９９，４００ 

２００，９００ 

２０２，７００ 

２０４，５００ 

２０６，３００ 

２０７，９００ 

２０９，７００ 

２１１，５００ 

２１３，３００ 

２１４，７００ 

２１６，５００ 

２１８，２００ 

２２０，０００ 

２２１，７００ 

２２３，４００ 

２２５，０００ 

２２６，６００ 

２２８，０００ 

２２９，７００ 

２３１，３００ 

２３２，９００ 

２３４，０００ 

２３５，５００ 

２３６，９００ 

２３８，２００ 
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２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

１８７，２００ 

１８８，９００ 

１９０，７００ 

１９２，４００ 

１９４，０００ 

１９５，４００ 

１９６，９００ 

１９８，４００ 

１９９，７００ 

２０１，０００ 

２０２，２００ 

２０３，５００ 

２０４，８００ 

２０６，１００ 

２０７，４００ 

２０８，７００ 

２０９，８００ 

２１１，１００ 

２１２，４００ 

２１３，７００ 

２１４，８００ 

２１５，９００ 

２１６，９００ 

２１８，０００ 

２１９，１００ 

２２０，１００ 

２２１，０００ 

２２２，０００ 

２２２，４００ 

２３９，５００ 

２４０，７００ 

２４１，７００ 

２４２，９００ 

２４４，２００ 

２４５，３００ 

２４６，５００ 

２４７，８００ 

２４８，７００ 

２５０，１００ 

２５１，５００ 

２５２，９００ 

２５４，３００ 

２５５，７００ 

２５７，１００ 

２５８，４００ 

２５９，６００ 

２６０，９００ 

２６２，３００ 

２６３，６００ 

２６４，７００ 

２６５，８００ 

２６７，１００ 

２６８，４００ 

２６９，４００ 

２７０，５００ 

２７１，８００ 

２７３，１００ 

２７４，０００ 
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５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

２２３，３００ 

２２４，１００ 

２２４，９００ 

２２５，６００ 

２２６，６００ 

２２７，４００ 

２２８，３００ 

２２９，０００ 

２２９，８００ 

２３０，７００ 

２３１，７００ 

２３２，４００ 

２３３，１００ 

２３３，７００ 

２３４，５００ 

２３５，３００ 

２３６，０００ 

２３６，７００ 

２３７，３００ 

２７５，０００ 

２７５，９００ 

２７７，０００ 

２７８，１００ 

２７９，１００ 

２８０，０００ 

２８１，０００ 

２８１，５００ 

２８２，４００ 

２８３，１００ 

２８４，０００ 

２８５，０００ 

    イ 発達相談員給料表 

                       （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

３１７，１００ 

３１９，３００ 

３２１，４００ 

３２３，３００ 

３６４，２００ 

３６５，５００ 

３６６，４００ 

３６７，５００ 
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５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

３２５，３００ 

３２７，３００ 

３２９，３００ 

３３１，０００ 

３３３，１００ 

３６８，６００ 

３６９，８００ 

３７１，０００ 

３７２，２００ 

３７３，４００ 

    ウ 外国語指導助手給料表 

                       （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３７３，４００ 

３７４，６００ 

３７５，８００ 

３７７，０００ 

３７８，２００ 

４１４，３００ 

４１６，１００ 

４１７，６００ 

４１９，１００ 

４２０，７００ 

 エ 市税等徴収指導員給料表 

             （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 

号給 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３６８，６００ 

３６９，８００ 

３７１，０００ 

３７２，２００ 

３７３，４００ 

別表第２（第５条第１項） 

 ア 行政職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 
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１級 定型的又は補助的な業務を行う職務 

２級 相当の知識又は経験を必要とする職務 

 イ 発達相談員等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 定型的又は補助的な業務を行う職務 

２級 相当の知識又は経験を必要とする職務 

 ウ 外国語指導助手等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 定型的又は補助的な業務を行う職務 

２級 相当の知識又は経験を必要とする職務 

 エ 市税等徴収指導員等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び第２０４条第３項並びに地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、同法第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるため、新たに条例を制定し

ようとするものである。 

職務の級 基準となる職務 

１級 相当の知識又は経験を必要とする職務 
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議案第８４号 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）及び 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。第３条において「政令」という。）の規

定に基づき、木更津市下水道事業（以下「下水道事業」という。）の設置等に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（下水道事業の設置） 

第２条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保

全に資するため、下水道事業を設置する。 

 （法の財務規定等の適用） 

第３条 法第２条第３項及び政令第１条第２項の規定により、下水道事業に法第２条第２項に規

定する財務規定等を適用する。 

（経営の基本） 

第４条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運

営されなければならない。 

２ 下水道事業は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の事業計画に基づき実施

するものとする。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資 

産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあって

は、その適正な見積価額）が２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡

（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 
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（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第 

８項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得

なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が３０万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） 

第７条 下水道事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定により条例で定めるものは、負担附 

きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が１件１００万円以上のもの及び法

律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が３０万円以上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第８条 市長は、下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の規定により、毎事業年度４月１日 

から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月

３１日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、１１月３０日 

までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月３１日までに作成する書類に

おいては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の概要 

⑵ 経理の状況 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認め

る事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の業務の状況を説明す 

る書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作

成しなければならない。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （木更津市公共下水道事業特別会計条例の廃止） 
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２ 木更津市公共下水道事業特別会計条例（昭和４９年木更津市条例第６号）は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第 

４０３号）の規定に基づき、木更津市下水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるため、新た 

に条例を制定しようとするものである。 
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議案第８５号 

職員の給与に関する条例及び木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

職員の給与に関する条例及び木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

職員の給与に関する条例及び木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年木更津市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第８条を次のように改める。 

（会計年度任用職員の給与） 

第８条 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職

員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。  

第１８条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により

失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第１８条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削り、

同条第３号中「前各号」を「前２号」に改める。 

第１８条の４第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定に 

より失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削り、同条第４項中「同項」 

を「同条第５項」に改める。 

（木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３０年木更津市条例第５

８号）の一部を次のように改正する。 

第４条に次の１項を加える。 

６ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項及び第２項の規定の適 
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用については、これらの規定中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第２２条の２第 

２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

第６条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

附 則 

この条例のうち、第１条中職員の給与に関する条例第１８条第１項及び第４項、第１８条の２

第２号並びに第１８条の４第１項及び第２項第１号の改正規定並びに第２条中木更津市職員の分

限に関する手続及び効果に関する条例第６条第１項の改正規定は令和元年１２月１４日から、第

１条中職員の給与に関する条例第８条の改正規定及び第２条中木更津市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例第４条に１項を加える改正規定は令和２年４月１日から、その他の改正規

定は公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年

法律第２９号）の施行等に伴い、関係条例の整備をしようとするものである。 
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議案第８６号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

   手数料条例の一部を改正する条例 

 手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第３中 

「 

  ⑶ 複合建築物（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項

第３号の複合建築物をいう。） 非住

宅部分について⑴により算定した額に 

、住宅部分について⑵により算定した

額を加えた額 

建築物のエネルギー消費性能 建築物エネルギー消費 変更認定申請１件につき、建築物のエネ 

の向上に関する法律第３１条

第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の

変更の認定の申請に対する審

査 

性能向上計画変更認定

申請手数料 

ルギー消費性能の向上に関する法律第２

９条第１項の規定による建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の認定の申請に対す

る審査の項単位及び金額の欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同欄に定める額に２

分の１を乗じて得た額 

                                       」 

を 
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「 

  ⑶ 複合建築物（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項

第３号の複合建築物をいう。） 非住

宅部分について⑴により算定した額に 

、住宅部分について⑵により算定した

額を加えた額 

⑷ 建築物エネルギー消費性能向上計画

に、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第２９条第３項各号に

掲げる事項が記載されている場合 建

築物エネルギー消費性能向上計画に係

る申請建築物及び他の建築物について 

、一の建築物ごとに⑴から⑶までによ

り算定した額を合計した額 

建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第３１条

第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の

変更の認定の申請に対する審

査 

建築物エネルギー消費

性能向上計画変更認定

申請手数料 

⑴ 建築物エネルギー消費性能向上計画

に、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第２９条第３項各号に

掲げる事項が記載されている場合 変

更後の建築物エネルギー消費性能向上

計画に係る申請建築物及び他の建築物

について、一の建築物ごとに次のア又

はイにより算定した額を合計した額 

 ア 認定建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る申請建築物及び他の建

築物のうち、エネルギー消費性能に

係る部分に変更のあるもの 建築物

のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第２９条第１項の規定による 
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建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請に対する審査の項単位

及び金額の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同欄に定める額に２分の１

を乗じて得た額 

 イ 認定建築物エネルギー消費性能向 

  上計画に記載されていない建築物 

 建築物のエネルギー消費性能の向上 

に関する法律第２９条第１項の規定

による建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請に対する審査の

項単位及び金額の欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ同欄に定める額 

⑵ ⑴以外の場合 変更認定申請１件に

つき、建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第１項の規

定による建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請に対する審査の項 

 単位及び金額の欄に掲げる区分に応じ 

、それぞれ同欄に定める額に２分の１   

を乗じて得た額 

                                          」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元

年法律第４号）附則第１条本文に規定する政令で定める日から施行する。 
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提案理由 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号）

の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第８７号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例 

木更津市印鑑条例（昭和４７年木更津市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「基づき」の次に「本市が備える」を加える。 

 第４条第１号中「、名若しくは通称」を「、名、旧氏」に、「第３０条の２６第１項」を「第

３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（同令第３０条の１６第１項」

に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、「備考欄に記録」を「備考欄に記載（法第６条

第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。）」

に改め、同条第２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。 

 第６条第１項第４号中「氏名（」を「氏名（氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載が

されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、」に改める。 

 第１１条第５号中「、氏」の次に「（氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされて

いる旧氏を含む。）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和２年３月３１日までの間における、この条例による改正後の木

更津市印鑑条例第１２条の規定の適用については、同条中「第６条第１項第４号」とあるのは、

「第６条第１項第４号（木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津

市条例第１９号）第２条に規定する多機能端末機により交付する場合にあつては、氏に変更が

あつた者に係る住民票に旧氏の記載がされているときの当該旧氏を除く。）」とする。 
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提案理由 

 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第１５２号）の施行に伴い、

関係条文の整備をしようとするものである。 

31



議案第８８号 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例（昭和６３年木更津市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 使用申請者が、焼骨を所持しているとき（墓地に埋蔵されている、又は納骨堂として都道

府県知事の許可を受けた施設に納めている焼骨を含む。）。 

 第１５条第３項ただし書を削り、同項第１号中「とき」の次に「（死亡したときから３年以内

に第１項の規定による使用権の承継を届け出た場合を除く。）」を加える。 

 第２５条第１項第１号ア中「あること」を「あり、当該焼骨が次条第１項の許可の申請以前に

墓地（一般墓地を除く。）に埋蔵されたことのない、又は納骨堂として都道府県知事の許可を受

けた施設に納めたことのないものであること」に改め、同号イ中「にあること」を「にあり、許 

可を受けようとする者以外の者の年齢が６５歳以上であること」に改め、同項第２号中「前号ア」

を「第１号ア」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 焼骨（生前に本市に引続き２年以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されて

いた者の焼骨であつて、次条第１項の許可の申請以前に墓地に埋蔵されたことのない、又は

納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設に納めたことのないものに限る。）を所持し

ている者で、合葬式墓地の使用許可を受けようとする者と申請に係る焼骨が規則で定める関

係にあるもの。 

 第２７条ただし書を次のように改める。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴ 第２４条第２号に掲げる方法によるとき。 

 ⑵ 使用申請者が、墓地に埋蔵されていない、又は納骨堂として都道府県知事の許可を受けた

施設に納めていない焼骨を所持しているとき。 
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 ⑶ その他市長が特別の事由により使用させる必要があると認めるとき。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に使用者が既に死亡している場合におけ

る、この条例による改正後の木更津市霊園の設置及び管理に関する条例第１５条第３項第１号

の規定の適用については、同号中「死亡したときから」とあるのは、「令和元年１０月１日か

ら」と読み替えるものとする。 

３ この条例による改正後の木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の規定（第１５条第３項

の改正規定を除く。）は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 使用申請者が焼骨を所持しているときに一般墓地及び合葬式墓地の随時の受付を可能とし、承

継の手続きの推進を図るため一般墓地の使用権の承継の期間を定めることとし、合葬式墓地の使

用者の資格に生前に市民であった者の焼骨を所持している者を追加するため、関係条文の整備を

しようとするものである。 
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議案第８９号 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年８月２９日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例 

木更津市漁港管理条例（昭和５９年木更津市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「２１円６０銭」を「２２円」に、「４３円２０銭」を「４４円」に、「３円２４

銭」を「３円３０銭」に、「５４円」を「５５円」に改める。 

別表第２中「２００円」を「２３０円」に、「１４０円」を「１６０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市漁港管理条例第１３条第１項の規定による使用料及び第１

４条第１項の規定による土砂採取料（以下この項において「使用料等」という。）の額は、こ

の条例の施行の日以後に納付する使用料等について適用し、同日前に納付された使用料等につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消費税率及び地方消費税率の引き上げ分の負担転嫁等に伴い、関係条文の整備をしようとする

ものである。 
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議案第９０号 

   平成３０年度木更津市水道事業決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成３０年度木

更津市水道事業決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和元年８月２９日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

   決算書類 

１ 決算報告書 

２ 損益計算書 

３ 剰余金計算書 

４ 剰余金処分計算書 

５ 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 平成３０年度木更津市水道事業決算の認定を受けようとするものである。 
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